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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
丹
後
国
熊
野
郡
久
美
浜
村
に
あ
っ
た
久
美
浜
代
官
所
の
管
轄
領
に
お

け
る
中
間
支
配
機
構
の
役
職
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
機
構
の
上
位
に
位

置
す
る
郡
中
代
に
つ
い
て
は
三
浦
泰
之
氏
の
研
究

1

が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
史
料

に
散
見
す
る
丹
後
国
五
郡
惣
代
、
丹
後
但
馬
両
国
惣
代
等
の
役
職
に
つ
い
て
検
討

を
行
い
た
い
。
こ
れ
ら
の
役
職
は
こ
れ
ま
で
検
討
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は

関
係
史
料
の
制
約
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
今
回
調
査
さ
れ
た
郡
中
代
の
文
書

で
あ
る
太
刀
宮
文
書
の
成
果
を
中
心
と
し
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

日
本
近
世
の
幕
領
支
配
に
つ
い
て
は
、
代
官
の
在
任
期
間
が
短
い
こ
と
や
役
人

が
少
な
い
こ
と
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
脆
弱
な
面
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
補

完
の
た
め
、
「
中
間
支
配
機
構
」
と
し
て
「
組
合
村
―
惣
代
庄
屋
―
郡
中
惣
代
制
」

が
と
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

久
留
島
浩
氏
は
、
こ
の
地
域
支
配
構
造
に
つ
い
て
、
「
遅
く
と
も
宝
暦
―
天
明

期
に
は
組
合
村
が
存
在
し
て
い
」
た
と
し
、
そ
れ
を
Ａ
組
合
村
―
惣
代
庄
屋
制
と

Ｂ
郡
中
惣
代
制
の
二
つ
の
型
に
分
け
て
整
理
さ
れ
て
い
る

2

。
Ａ
は
、
惣
代
庄
屋

が
郡
中
惣
代
と
な
る
型
、
Ｂ
は
、
惣
代
庄
屋
と
は
別
に
郡
中
惣
代
が
存
在
す
る
型

久
美
浜
代
官
所
領
中
間
支
配
機
構
の
役
職
に
つ
い
て

　
　
　

 
 
 

─
丹
後
国
五
郡
惣
代
・
丹
後
但
馬
両
国
惣
代
を
中
心
に
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
田 

つ
か
さ

で
あ
る
。
ま
た
、
郡
中
惣
代
の
も
つ
機
能
と
し
て
、
①
陣
屋
行
財
政
の
実
質
的
肩

代
わ
り
、
②
郡
中
入
用
の
統
轄
、
③
郡
中
の
代
表
と
し
て
代
官
所
へ
歎
願
す
る
こ

と
、
④
郡
中
の
代
表
と
し
て
代
官
所
役
人
の
応
接
に
あ
た
る
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。

　

志
村
洋
氏
は
、
幕
領
組
合
村
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
「
被
支
配
身
分
を
実

質
的
担
い
手
と
す
る
、
複
数
の
村
々
を
単
位
に
し
た
地
域
運
営
体
制
が
存
在
し
た

と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
に
村
々
の
利
害
代
表
者
た
る
惣
代
庄
屋
・
郡
中

惣
代
が
組
み
込
ま
れ
、
一
定
の
地
歩
を
占
め
た
と
い
う
こ
と
と
は
区
別
し
て
理
解

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」

3

と
述
べ
て
お
り
、
近
世
の
大
庄
屋
や
組
合
村
を
考
え

る
に
際
し
留
意
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
①
領
域
規
模
の
大
小
な
ど
の
地
理
的
要
素
、

②
領
主
権
力
の
性
格
種
類
、
③
地
域
運
営
体
制
の
構
造
的
特
質
、
④
村
落
共
同
体

に
お
け
る
村
役
人
層
の
位
置
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る

4

。

　

幕
領
に
お
け
る
地
域
支
配
構
造
に
つ
い
て
は
様
々
な
地
域
を
事
例
に
分
析
が
な

さ
れ
て
き
た
。
山
崎
圭
氏
は
信
州
幕
領
を
事
例
に
地
域
社
会
の
展
開
過
程
を
整
理

さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
派
遣
手
代
の
支
配
を
地
元
村
が
補
完
す
る
と
と
も
に
、

「
公
共
業
務
」
を
担
う
請
負
人
が
存
在
し
て
い
た
が
、
近
世
後
期
に
成
立
し
た
組

合
惣
代
・
郡
中
惣
代
が
請
負
人
の
監
督
を
強
化
し
、
そ
の
機
能
や
権
限
を
吸
収
し
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て
い
っ
た
と
も
分
析
さ
れ
て
い
る

5

。

　

久
美
浜
代
官
所
領
も
「
村
―
組
合
―
中
間
支
配
機
構
（
広
域
惣
代
―
郡
中
代
）

―
代
官
所
（
手
代
・
手
附
・
代
官
）
」
の
機
構
が
あ
っ
た
。
先
行
研
究
で
指
摘
さ

れ
て
い
る
「
組
合
村
―
惣
代
庄
屋
―
郡
中
惣
代
制
」
の
中
間
支
配
機
構
が
機
能
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
郡
、
国
、
領
域
全
体
の
代
表
と
し
て
の
「
広
域
惣
代
」

に
つ
い
て
の
検
討
は
ま
だ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
た
め
、
本
稿
で
考
え
て
い
き
た

い
。本

稿
の
検
討
は
基
本
的
な
確
認
に
と
ど
ま
る
が
、
本
書
報
告
の
太
刀
宮
文
書
の

利
用
の
参
考
に
、
ま
た
全
国
的
な
中
間
支
配
機
構
比
較
研
究
に
お
い
て
、
そ
の
検

討
の
素
材
に
な
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

一　

久
美
浜
代
官
所
領
中
間
支
配
機
構
役
職
名
の
確
認

享
保
二
〇
年
（
一
七
三
五
）
に
久
美
浜
を
陣
屋
元
村
と
す
る
久
美
浜
代
官
所
が

置
か
れ
、
そ
の
支
配
領
域
は
丹
後
国
だ
け
で
な
く
、
後
に
但
馬
国
や
美
作
国
ま
で

広
が
っ
た

6

。
代
官
所
の
構
成
員
は
代
官
を
は
じ
め
手
附
、
手
代
な
ど
配
下
の
役

人
が
約
一
〇
人
で
あ
っ
た

7

。
年
貢
収
納
を
中
心
に
行
政
事
務
を
行
っ
て
い
た
が
、

支
配
領
域
の
広
さ
に
比
べ
て
役
人
が
少
な
か
っ
た
た
め
、
地
元
の
人
々
に
よ
る
補

完
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　

久
美
浜
代
官
所
領
の
補
完
機
構
と
し
て
は
先
述
の
機
構
と
郷
宿
、
掛
屋
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
の
郡
中
代
に
つ
い
て
は
、
三
浦
泰
之
氏
が
分
析
さ
れ
て

い
る
。
郡
中
代
は
「
組
合
村
―
惣
代
庄
屋
―
郡
中
惣
代
制
」
に
お
け
る
「
郡
中
惣
代
」

の
機
能
を
持
ち
、
代
官
所
管
下
全
域
（
郡
中
）
の
代
表
と
し
て
、
代
官
所
の
業
務

の
肩
代
わ
り
や
、
代
官
所
と
郡
中
村
々
の
仲
介
（
訴
訟
の
内
済
な
ど
）
、
郡
中
村
々

を
代
表
す
る
役
割
を
担
っ
た

8

。

　

ま
ず
、
郡
中
代
の
ほ
か
、
ど
の
よ
う
な
役
職
が
あ
っ
た
の
か
確
認
し
て
お
き
た
い
。

な
お
、
基
本
的
に
村
の
庄
屋
、
年
寄
、
百
姓
代
、
組
合
村
の
組
合
惣
代
（
参
考
に

な
る
場
合
一
部
こ
の
限
り
で
な
い
）
は
除
い
て
広
域
地
域
を
代
表
す
る
役
職
（
広

域
惣
代
〈
郡
中
代
を
除
く
〉
）
に
限
っ
て
い
る
。
史
料
は
、
『
久
美
浜
代
官
所
関
係

史
料
集
』

9

、
『
久
美
浜
町
史　

資
料
編
』

10

、
『
城
崎
町
史　

史
料
編
』

11

、
こ

れ
ら
と
一
部
重
複
す
る
が
、
太
刀
宮
文
書
の
う
ち
安
永
七
年(

一
七
七
八)

～
慶

応
四
年(

一
八
六
八)

の
御
用
留

12

を
使
用
す
る
。
管
見
の
結
果
で
あ
る
が
、
こ

れ
ら
か
ら
確
認
し
た
役
職
名
を
管
轄
範
囲
の
順
（
①
丹
後
・
但
馬
国
、
②
丹
後
・

但
馬
・
美
作
国
、
③
丹
後
国
、
④
但
馬
国
、
⑤
美
作
国
、
⑥
各
郡
、
⑦
丹
波
・
丹
後
・

但
馬
国
〈
以
上
の
内
部
は
時
系
列
〉
、
⑧
管
轄
範
囲
そ
の
他
、
⑨
そ
の
他
〈
以
上
の

内
部
は
適
時
〉
）
に
並
べ
た
も
の
が
【
別
表
】
で
あ
る
。

　

丹
後
・
但
馬
国
と
丹
後
国
が
多
く
、
各
管
轄
範
囲
の
役
職
は
名
称
に
少
し
異
同

が
み
ら
れ
る
が
多
く
あ
る
。
今
回
は
、
多
く
の
役
職
名
を
確
認
で
き
た
①
、
③
、

そ
の
中
で
も
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
役
職
名
の
「
丹
後
但
馬
両
国
惣
代
」
と
「
丹

後
国
五
郡
惣
代
」
を
中
心
に
検
討
を
行
う
こ
と
に
す
る
。
役
職
名
の
異
同
に
つ
い

て
は
次
の
章
で
検
討
し
て
い
く
。
検
討
の
順
は
、
初
期
代
官
所
領
で
あ
っ
た
③
か

ら
、
次
に
①
と
行
い
、
残
り
の
役
職
名
に
つ
い
て
は
確
認
数
が
少
な
く
今
後
の
課

題
と
し
た
い
。
そ
の
ほ
か
の
組
合
惣
代
や
組
々
惣
代
は
組
合
の
代
表
者
で
、
出
典

の
記
事
に
よ
れ
ば
郡
中
代
か
ら
の
廻
状
の
伝
達
や
、
村
内
の
素
行
不
良
者
の
取
り

扱
い
に
つ
い
て
携
わ
っ
て
い
る
。
上
乗
・
乗
納
庄
屋
や
納
庄
屋
・
納
名
主
は
、
年

貢
米
を
江
戸
、
大
坂
へ
運
ぶ
御
城
米
船
関
係
の
役
職
名
で
あ
る
こ
と
が
、
山
田
洋

一
氏
の
研
究

13

で
わ
か
る
。
こ
の
ほ
か
浜
方
世
話
人
や
浜
方
立
会
に
つ
い
て
も
、

御
城
米
船
に
積
み
込
む
廻
米
に
関
す
る
管
理
業
務
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
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る
。
こ
れ
ら
は
久
美
浜
代
官
所
領
の
地
域
性
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
有
効
か
と

思
わ
れ
る
が
、
は
じ
め
に
で
述
べ
た
よ
う
な
研
究
内
容
か
ら
は
外
れ
る
た
め
、
今

回
は
対
象
外
と
す
る
。

　

二　

中
間
支
配
機
構
の
役
職
（
丹
後
国
五
郡
惣
代
・

丹
後
但
馬
両
国
惣
代
等
）
の
検
討

　

丹
後
国
五
郡
惣
代
や
丹
後
但
馬
両
国
惣
代
は
、
名
称
か
ら
す
れ
ば
丹
後
国
の
代

表
、
両
国
の
代
表
と
考
え
ら
れ
る
が
、
郡
中
代
が
郡
中
村
々
を
代
表
す
る
役
割
も

担
っ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

（
一
）
丹
後
国
を
管
轄
範
囲
と
す
る
役
職
（
丹
後
国
五
郡
惣
代
等
）
に
つ
い
て

　

【
別
表
】
の
③
丹
後
国
（
38
～
69
計
三
二
）
に
は
「
丹
後
国
五
郡
惣
代
」
と
、

少
し
異
同
が
あ
る
が
類
似
す
る
「
丹
後
国
五
郡
惣
代
庄
屋
」
、
「
丹
後
国
五
郡
村
々

惣
代
」
、
「
丹
後
国
惣
代
」
な
ど
の
役
職
名
が
あ
る
。
ま
ず
丹
後
国
五
郡
惣
代
を
確

認
し
て
い
き
た
い
。
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
は
役
職
名
が
検
出
さ
れ
る
事
例
（
計

一
〇
）
が
最
も
多
い
。
そ
の
内
、
丹
後
国
五
郡
惣
代
が
み
ら
れ
る
史
料
は
七
あ
る

が
、
関
係
の
出
典
の
記
事
に
は
惣
代
と
し
て
名
前
が
三
～
七
名
挙
が
っ
て
い
る
。

郡
名
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
熊
野
、
中
、
竹
野
、
与
謝
郡
の
四
郡
で
あ

る
。
同
国
の
郡
は
こ
の
四
郡
に
加
佐
郡
が
加
わ
っ
て
五
郡
で
あ
る
が
、
実
質
の
五

郡
惣
代
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
丹
後
国
五
郡
惣
代
が
関
わ
っ
た
文
書
は
、
廻
米
や

年
貢
に
関
す
る
願
書
（
上
申
文
書
）
が
多
い
。
次
の
よ
う
な
史
料
（
【
別
表
】
62
）

が
あ
る
。

乍
恐
書
附
ヲ
以
奉
願
上
候

当
御
支
配
所
丹
後
国
五
郡
惣
代
奉
申
上
候
、
去
々
卯
御
年
貢
并
去
辰
御
廻

米
御
廻
船
延
着
ニ
付
、
御
米
受
痛
候
得
共
、
乍
難
渋
相
納
罷
在
候
間
、
尚

又
当
巳
御
廻
船
延
着
ニ
相
成
候
得
共
、
積
湊
夫
々
御
積
立
相
成
候
処
、
全

間
人
湊
ニ
而
御
廻
籾
凡
三
百
九
拾
石
余
積
残
り
今
以
御
廻
船
入
津
無
之
、

当
七
月
中
奉
歎
願
候
通
、
北
海
之
儀
者
例
年
弐
百
十
よ
り
者
渡
船
不
仕
、

此
節
ニ
至
り
候
而
者
迚
も
御
廻
船
ニ
者
相
成
不
申
候
間
、
積
湊
御
帰
安
石

代
上
納
被
仰
付
候
様
奉
願
上
候
、
右
願
之
通
御
聞
済
被
為　

下
置
候
ハ
ヽ
、

一
同
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
、
依
之
五
郡
惣
代
以
書
付
此
段
奉
願
上
候
以
上

　
　
　

安
政
四
巳
年
九
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

丹
後
国
五
郡
惣
代

六
日
差
出
ス　
　
　
　
　
　
　

 
 
 

熊
野
郡
関
村
庄
屋

　
　
　
　
　
　
　

 

　

宗
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 

鹿
野
村
庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

儀
兵
衛

竹
野
郡
間
人
村
庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
左
衛
門

与
佐
郡
本
庄
浜
村
庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
郎
助

中
郡
鱒
留
村
庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

忠
右
衛
門

郡
中
代
久
美
浜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
西
七
郎
兵
衛



61 60

鈴
木
大
太
郎
様

　
　
　
　
　

久
美
浜
御
役
所

　

こ
れ
は
丹
後
国
五
郡
惣
代
と
し
て
加
佐
郡
を
除
く
四
郡
の
庄
屋
五
名
と
郡
中
代

が
差
出
し
た
代
官
鈴
木
大
太
郎
宛
の
願
書
で
あ
る
。
廻
船
（
御
城
米
船
）
の
延
着

の
た
め
間
人
湊
で
御
廻
籾
が
積
残
り
、
銀
納
の
石
代
納
で
納
め
た
い
と
い
う
願
で

あ
る
。
ま
た
同
年
十
一
月
に
同
四
郡
の
庄
屋
六
名
と
郡
中
代
二
名
が
記
さ
れ
る
代

官
鈴
木
大
太
郎
宛
の
「
乍
恐
以
書
附
奉
願
上
候
」
（
【
別
表
】
66
）
に
も
加
佐
郡
の

惣
代
は
い
な
い
。
内
容
を
見
る
と
、
今
年
の
年
貢
米
と
来
年
の
江
戸
大
坂
廻
米
の

積
分
け
に
つ
い
て
、
旭
湊
と
夕
日
湊
に
つ
い
て
は
代
官
所
か
ら
仰
せ
ら
れ
た
通
り

と
す
る
が
、
岩
滝
湊
と
日
出
湊
の
江
戸
御
廻
米
の
分
は
石
数
が
少
な
い
た
め
す
べ

て
大
坂
廻
り
と
し
、
間
人
湊
か
ら
大
坂
に
送
る
べ
き
米
の
う
ち
一
部
を
江
戸
廻
し

と
し
た
い
と
い
う
割
賦
の
願
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
御
城
米
船
に
関
係
す
る
も
の
で

あ
る
。
加
佐
郡
の
代
官
所
領
は
、
海
か
ら
遠
く
四
村
合
計
七
二
四
石
余

14

で
廻
船

に
直
接
に
関
係
し
な
か
っ
た
た
め
、
加
わ
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
な
お
、
こ
こ
に
惣
代
と
し
て
記
さ
れ
る
村
庄
屋
は
、
属
す
る
組
合
の
惣
代
も

兼
ね
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
史
料
か
ら
そ
の
確
認
は
で
き
て
い
な
い
。

な
お
、
加
佐
郡
を
含
め
た
実
質
の
丹
後
国
五
郡
の
惣
代
名
が
記
さ
れ
る
も
の
も

あ
る
。
代
官
所
か
ら
の
申
渡
（
【
別
表
】
65
）
で
、「
丹
後
国
」
の
記
載
は
な
い
が
、「
丹

後
国
五
郡
惣
代
」
と
同
じ
意
味
と
判
断
で
き
る
「
五
郡
惣
代
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
史
料
は
年
貢
や
廻
米
に
関
し
て
、
近
年
撰
立
が
等
閑
で
あ
る
た
め
、
今
後
厳

重
に
取
り
調
べ
、
「
悪
米
」
が
混
じ
ら
な
い
よ
う
に
せ
よ
と
い
う
代
官
所
の
命
令

に
対
し
て
、
五
郡
惣
代
二
四
名
（
郡
中
代
含
む
）
が
承
知
し
た
こ
と
に
つ
い
て
連

印
し
て
い
る
請
書
で
あ
る
。
こ
れ
は
代
官
所
か
ら
の
命
令
（
上
意
下
達
）
に
応
じ

た
例
で
あ
る
。

同
一
年
で
、
四
郡
の
惣
代
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
願
で
下
意
上
達
の
例

で
あ
る
。
そ
れ
と
上
意
下
達
と
比
較
条
件
は
異
な
る
が
、
同
じ
五
郡
で
あ
っ
て
も

記
さ
れ
る
郡
数
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
記
載
さ
れ
る
人
数

に
幅
が
あ
り
、
丹
後
国
五
郡
惣
代
は
、
郡
ご
と
の
惣
代
か
ら
な
る
が
、
記
載
さ
れ

る
郡
数
、
惣
代
の
庄
屋
人
数
は
同
じ
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
五
郡
つ
ま
り

丹
後
国
全
体
と
表
現
し
て
い
る
。

次
に
同
年
で
、
「
丹
後
国
五
郡
惣
代
」
と
は
役
職
名
が
若
干
異
な
る
「
丹
後
国

五
郡
村
々
惣
代
」
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。
代
官
所
へ
提
出
さ
れ
た
廻
米
に
お
け

る
新
枡
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
の
請
書
（
【
別
表
】
58
）
で
あ
る
。
熊
野
郡
尉
ヶ

畑
村
庄
屋
藤
次
郎
、
中
郡
三
坂
村
庄
屋
久
左
衛
門
、
竹
野
郡
庄
屋
七
左
衛
門
、
熊

野
郡
久
美
浜
村
庄
屋
今
西
保
太
郎
の
四
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
加
佐
郡
は
先
述
の

事
情
が
あ
る
と
し
て
も
、
与
謝
郡
が
な
い
理
由
は
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
内
容
や

記
載
庄
屋
名
か
ら
役
職
名
に
「
村
々
」
が
加
わ
る
理
由
も
確
認
で
き
な
い
。
こ
の

場
合
の
「
村
々
」
は
修
飾
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

ほ
か
の
役
職
名
「
丹
後
国
惣
代
」
が
記
さ
れ
る
も
の
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。

代
官
所
か
ら
の
、
廻
米
御
用
の
た
め
「
丹
後
国
惣
代
」
に
出
張
せ
よ
と
の
命
令
を

伝
え
る
同
年
の
郡
中
代
の
書
面
（
【
別
表
】
64
）
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
二
一
名

の
庄
屋
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
。
五
郡
、
全
組
合
（
一
六

15

）
の
庄
屋
（
一
部

の
郡
は
複
数
名
）
か
ら
な
っ
て
い
る
。
「
丹
後
国
惣
代
」
は
代
官
所
の
指
示
で
あ

る
が
、
五
郡
全
て
、
各
組
合
の
代
表
全
て
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
多
数
の
名
前
が
記
さ
れ
る
例
を
、
他
の
年
に
な
る
が
確
認
し

た
い
。
「
丹
後
国
五
郡
村
々
惣
代
庄
屋
」
の
役
職
名
が
記
さ
れ
る
天
保
一
三
年

（
一
八
四
二
）
十
月
付
け
代
官
大
草
太
郎
左
衛
門
宛
の
、
銀
納
す
る
年
貢
の
こ
と

で
あ
る
石
代
の
値
下
げ
を
歎
願
す
る
上
申
書
（
【
別
表
】
44
）
で
あ
る
。
こ
の
上
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申
書
に
は
「
丹
後
国
五
郡
村
々
惣
代
庄
屋
連
印
」と
し
か
な
い
が
、
同
じ
も
の
が
『
久

美
浜
町
誌
』
に
あ
る

16
。
そ
こ
に
は
各
郡
惣
代
の
庄
屋
三
一
名
と
郡
中
代
二
名
の

名
前
が
記
載
さ
れ
、
「
加
佐
郡
惣
代
公
庄
村
庄
屋
」
の
名
前
も
あ
る
。
こ
の
場
合

の
「
村
々
」
は
、
先
の
「
村
々
」
と
は
違
っ
て
実
質
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
願
な
ど
の
例
で
は
、
「
丹
後
国
五
郡
惣
代
」
は
四
郡
の
惣

代
で
あ
っ
て
も
五
郡
す
な
わ
ち
国
全
体
の
総
意
を
意
味
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

代
官
所
か
ら
の
通
達
に
対
応
す
る
請
書
の
例
で
は
、
実
質
の
五
郡
全
体
を
意
味
し

て
い
る
。
類
似
の
役
職
名
に
付
け
ら
れ
る
「
村
々
」
も
意
味
を
有
す
る
場
合
も
あ

り
、
な
い
場
合
も
あ
る
と
い
え
る
。
意
味
を
有
す
る
場
合
は
、
先
述
の
石
代
値
下

げ
の
願
な
ど
年
貢
納
入
に
か
か
わ
る
場
合
で
あ
っ
た
。
代
官
所
か
ら
の
命
令
等
に

記
さ
れ
る
役
職
名
は
実
質
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
役
職
名
は
、
下
意

上
達
、
上
意
下
達
、
そ
こ
に
記
さ
れ
る
郡
、
惣
代
の
人
数
に
よ
っ
て
有
す
る
意
味

合
い
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

た
だ
し
、
各
郡
に
お
け
る
久
美
浜
代
官
所
領
の
村
数
や
、
久
美
浜
村
と
の
距
離

な
ど
と
い
っ
た
地
理
的
背
景
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
二
）
丹
後
但
馬
両
国
を
管
轄
範
囲
と
す
る
役
職
（
丹
後
但
馬
両
国
惣
代
等
）

　

【
別
表
】
1
～
36
が
丹
後
但
馬
両
国
を
管
轄
範
囲
と
す
る
役
職
名
が
検
出
さ
れ

る
事
例
（
計
三
六
）
で
あ
る
。
こ
の
中
で
最
も
多
い
の
は
丹
後
但
馬
両
国
惣
代
（
両

国
惣
代
も
含
ん
で
一
四
）
で
あ
る
。
記
さ
れ
る
惣
代
で
あ
る
庄
屋
の
人
数
は
一
～

一
五
と
定
ま
っ
て
い
な
い
。
年
貢
、
貯
穀
に
つ
い
て
の
願
書
が
四
点
あ
る
が
、
そ

こ
に
記
さ
れ
る
惣
代
で
あ
る
庄
屋
は
六
～
一
五
で
あ
る
。
代
官
の
妻
の
見
送
り
の

記
事
に
は
、
一
五
人
が
記
さ
れ
て
い
る
。
郡
に
つ
い
て
は
、
丹
後
国
は
加
佐
郡
を

除
く
四
郡
、
但
馬
国
は
城
崎
、
二
方
、
美
含
、
気
多
郡
が
記
さ
れ
、
養
父
郡
（
領

地
の
村
は
数
村
し
か
な
い
）
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
記
載
さ
れ
る
庄
屋
名
は
、
丹

後
国
か
ら
は
熊
野
郡
、
但
馬
国
か
ら
は
城
崎
郡
の
庄
屋
を
中
心
に
両
国
か
ら
の
庄

屋
名
が
あ
る
。

「
丹
後
但
馬
両
国
惣
代
」
に
類
似
の
役
職
名
で
惣
代
の
名
前
が
関
係
記
事
に
記
さ

れ
て
い
る
史
料
を
確
認
す
る
と
、「
丹
後
但
馬
両
国
郡
中
惣
代
」
の
記
事
（
【
別
表
】

2
）
に
は
熊
野
郡
か
ら
一
人
、
「
両
国
惣
代
庄
屋
」
の
記
事
（
【
別
表
】
13
）
に
は

但
馬
、
丹
後
の
九
郡
（
加
佐
郡
含
む
）
か
ら
一
七
人
（
郡
中
代
含
む
）
で
あ
る
。

前
者
は
、
宗
門
帳
差
上
げ
御
免
の
願
書
、
後
者
は
、
天
候
不
良
に
よ
る
稲
の
成
長

に
つ
い
て
の
届
で
、
領
民
の
年
貢
納
入
に
か
か
わ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
丹
後
国
を
管
轄
範
囲
と
す
る
役
職
名
と
同
様
に
多
数
記
さ

れ
て
い
る
。

両
国
を
管
轄
範
囲
と
す
る
役
職
名
は
、
名
称
に
若
干
の
異
同
、
記
載
さ
れ
る
惣

代
で
あ
る
庄
屋
の
人
数
に
異
動
が
あ
っ
て
も
意
味
内
容
は
、
丹
後
国
を
管
轄
範
囲

と
す
る
役
職
名
と
同
じ
よ
う
に
管
轄
範
囲
の
代
表
と
い
え
る
。

　

今
回
確
認
し
た
史
料
の
中
に
は
、
丹
後
国
五
郡
惣
代
や
丹
後
但
馬
両
国
惣
代
に

つ
い
て
の
選
出
方
法
や
任
命
の
記
録
な
ど
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
職
務
の

詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
願
書
に
記
載
さ
れ
る
惣
代
や
、

代
官
所
か
ら
の
呼
び
出
し
に
指
定
さ
れ
て
い
る
人
物
と
し
て
現
れ
る
庄
屋
名
（
ま

た
は
村
名
）
は
、
同
一
年
で
あ
れ
ば
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
届
出
や
願

書
の
都
度
の
代
表
で
は
な
く
、
丹
後
国
五
郡
惣
代
や
丹
後
但
馬
両
国
惣
代
と
し
て

組
合
惣
代
の
な
か
に
そ
の
担
当
が
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
太
刀
宮
文

書
に
あ
る
慶
応
三
年(

一
八
六
七)

の
諸
用
留
（
太
刀
宮
文
書
348
）
の
十
二
月
条

に
次
の
よ
う
な
史
料
が
あ
る
。
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一
金
八
百
六
拾
壱
両
三
分
永
百
七
文
四
分

　
　
　

内

　
　
　
　

金
六
拾
七
両
壱
分
永
三
十
五
文
八
分　

木
（
城
崎
郡
）

内
惣
太
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
金
受
取

　
　
　
　

同
六
拾
七
両
壱
分
永
三
十
五
文
八
分　

尉
（
熊
野
郡
）

畑
藤
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
金
受
取

　
　
　
　

同
六
拾
七
両
壱
分
永
三
十
五
文
八
分　

新
（
中
郡
）治

村
平
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
金
受
取

　
　
　
　

右
金
弐
百
壱
両
三
分
永
百
七
文
四
分

　

金
六
百
六
拾
両　
　
　

新
屋
次
郎
七
、
拙
者
両
人
掛
屋
手
形
佐

（
熊
野
郡
）

の
谷
上
組　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
々
、
木（

城
崎
郡
）

内
組
村
々
、
中
郡
組
合
村
々
連
印
証
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

受
取
聞
済　
　
　
　
　
　

〆
都
合

右
者
去
寅
四
月
中
よ
り
同
十
二
月
中
、
夫
役
人
足
御
手
当
御
役
所
よ
り
御

下
ケ
金
両
国
郡
中
無
沙
汰
ニ
而
、
尉
ヶ
畑
村
庄
屋
藤
次
郎
、
新
治
村
庄
屋

平
左
衛
門
、
木
内
村
庄
屋
惣
太
夫
右
三
人
外
融
通
致
居
候
処
、
郡
中
よ
り

察
当
受
、
今
西
七
郎
兵
衛
、
江
戸
屋
市
兵
衛
、
拙
者
取
扱
右
之
通
出
金
申

聞

　
　

＊
（　

）
は
筆
者
註

こ
こ
で
は
代
官
所
か
ら
村
へ
下
げ
渡
さ
れ
た
人
足
手
当
に
つ
い
て
、
郡
中
内
へ
の

支
給
事
務
が
滞
っ
て
い
た
た
め
、
組
合
惣
代
と
思
わ
れ
る
庄
屋
三
人
が
自
分
の
組

内
に
融
通
（
立
替
）
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
他
の
組
合
の
村
々
よ
り
自
分
た
ち
に
は

支
給
さ
れ
な
い
と
の
、
あ
る
い
は
他
の
組
の
立
替
へ
の
、
察
当
（
違
法
行
為
を
と

が
め
る
こ
と
）
を
受
け
、
郡
中
代
が
三
人
の
立
替
分
を
清
算
し
、
ほ
か
へ
も
支
給

し
対
処
し
た
、
と
理
解
で
き
る
。

こ
の
庄
屋
三
名
は
丹
後
国
五
郡
惣
代
、
丹
後
但
馬
両
国
惣
代
と
し
て
よ
く
現
れ

る
人
物
で
あ
る
。
同
じ
中
間
支
配
機
構
の
役
職
で
あ
る
郡
中
代
に
比
較
し
て
、
丹

後
但
馬
両
国
惣
代
等
は
、
こ
の
件
の
よ
う
に
立
替
を
行
う
な
ど
村
側
に
立
っ
て
、

実
務
面
を
担
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
丹
後
国
五
郡
惣
代
・
丹
後
但
馬
両
国
惣
代
等
の
役
職
名
が
検
出
で
き
る

史
料
を
確
認
し
た
。
史
料
内
容
の
検
討
を
通
し
て
、
郡
数
（
加
佐
郡
の
例
）
が
実

質
に
伴
わ
な
く
て
も
、
ま
た
役
職
名
に
若
干
の
異
同
が
あ
っ
て
も
、
各
々
の
管
轄

範
囲
を
代
表
し
て
い
る
も
の
と
理
解
で
き
た
。

脆
弱
性
の
あ
る
体
制
の
な
か
、
久
美
浜
代
官
所
領
で
は
郡
中
代
を
は
じ
め
中
間

支
配
機
構
の
役
職
が
存
在
し
、
広
範
囲
な
領
地
を
管
轄
す
る
代
官
所
を
、
上
か
ら
、

代
官
所
（
代
官
・
手
附
・
手
代
等
）
―
中
間
支
配
機
構
（
郡
中
代
・
広
域
惣
代
〈
郡

中
代
を
除
く
丹
後
国
五
郡
惣
代
・
丹
後
但
馬
両
国
惣
代
〉
）
―
組
合
村(

惣
代)

―
村
の
機
構
で
補
完
し
て
い
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
機
構
の
あ
り

方
は
、
久
留
島
浩
氏
の
見
解
で
あ
る
Ａ
「
組
合
村
―
惣
代
庄
屋
制
」
（
惣
代
庄
屋

が
郡
中
惣
代
と
な
る
型
）
と
Ｂ
「
郡
中
惣
代
制
」
（
惣
代
庄
屋
と
は
別
に
郡
中
惣

代
が
存
在
す
る
型
）
の
Ａ
（
広
域
惣
代
）
、
Ｂ
（
郡
中
代
）
合
体
型
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
た
。
広
域
惣
代
と
し
て
の
郡
中
代
が
い
る
う
え
で
、
丹
後
国
五
郡
惣
代
・

丹
後
但
馬
両
国
惣
代
が
な
ぜ
必
要
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
検
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討
を
通
じ
て
次
の
よ
う
に
考
察
し
た
。
代
官
所
領
は
、
丹
後
国
は
一
二
七
村
、
約

四
万
石

17

、
但
馬
国
は
一
五
二
村
、
約
三
万
石

18

で
あ
る
。
一
般
的
な
理
解
で
あ

る
が
、
合
計
七
万
石
の
領
内
の
意
向
を
郡
中
代
数
名
だ
け
で
は
把
握
で
き
ず
、
村

側
の
意
向
を
集
約
、
発
信
す
る
役
職
で
あ
る
丹
後
国
五
郡
惣
代
・
丹
後
但
馬
両
国

惣
代
の
広
域
惣
代
が
必
要
だ
っ
た
と
考
え
る
。

　

な
お
、
郡
中
村
々
の
代
表
と
い
う
側
面
を
持
つ
郡
中
代
と
と
も
に
丹
後
国
や
丹

後
但
馬
両
国
の
惣
代
が
連
署
す
る
形
式
で
代
官
所
に
願
書
を
提
出
す
る
こ
と
は
、

百
姓
た
ち
に
よ
る
庄
屋
に
対
す
る
監
視
の
強
化
の
延
長
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
近
世
後
期
に
は
全
国
各
地
で
小
前
百
姓
が
村
役
人
に
対
し
て
不
正
を
追
及
し
、

村
方
帳
簿
の
公
開
や
村
政
へ
の
参
加
を
求
め
る
騒
動
が
起
こ
っ
て
い
た

19

。
久
美

浜
代
官
所
領
に
お
い
て
も
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
に
郡
中
騒
動
が
起
き
て
い
る
。

こ
れ
は
若
狭
国
の
商
人
が
年
貢
の
「
買
替
納
」
を
郡
中
に
要
請
し
た
こ
と
か
ら
始

ま
り
、
郡
中
の
独
断
的
な
取
り
計
ら
い
に
対
し
て
百
姓
ら
が
非
難
し
て
い
る

20

。

こ
う
し
た
「
中
間
的
権
力
」
に
対
す
る
不
信
感
か
ら
役
人
層
へ
の
監
視
の
意
識
が

高
ま
り
、
郡
中
代
だ
け
で
な
く
各
郡
や
両
国
の
惣
代
庄
屋
（
広
域
惣
代
）
が
願
書

に
連
印
す
る
こ
と
で
、
願
の
正
当
性
を
可
視
化
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
先
述
の
よ
う
に
広
域
惣
代
の
具
体
的
な
選

出
の
あ
り
方
、
職
掌
な
ど
の
分
析
が
及
ば
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

幕
領
に
お
け
る
地
域
支
配
構
造
に
つ
い
て
は
様
々
な
地
域
を
事
例
に
分
析
が

な
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
基
本
的
な
確
認
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
幕
領
に
お
け
る

中
間
支
配
機
構
の
事
例
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
る
価
値
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
史
料

と
し
た
太
刀
宮
文
書
が
活
用
さ
れ
、
本
稿
が
全
国
的
な
比
較
研
究
の
材
料
の
一
つ

と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

【
註
】

1
三
浦
泰
之
「
近
世
後
期
の
久
美
浜
代
官
所
領
に
お
け
る
郡
中
代
に
つ
い
て
」（
『
久

美
浜
代
官
所
関
係
史
料
集
』
〈
京
丹
後
市
、
二
〇
一
四
年
〉
）
。

2
久
留
島
浩
『
近
世
幕
領
の
行
政
と
組
合
村
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）

二
八
二
～
二
八
五
頁
。

3
志
村
洋
「
大
庄
屋
と
組
合
村
」（
『
岩
波
講
座　

日
本
歴
史
』
一
四
〈
岩
波
書
店
、

二
〇
一
五
年
〉
）
九
四
頁
。

4
前
掲
註
３
、
志
村
洋
「
大
庄
屋
と
組
合
村
」
一
〇
〇
～
一
〇
一
頁
。

5
山
崎
圭
「
信
州
幕
領
に
お
け
る
地
域
支
配
と
陣
屋
元
村
名
主
・
郡
中
代
」
（
『
史

学
雑
誌
』
第
一
〇
九
編　

第
八
号
〈
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
〉
）
。

6
『
図
説　

京
丹
後
市
の
歴
史
』
（
京
丹
後
市
、
二
〇
一
二
年
）
八
五
頁
。

7
前
掲
註
６
、
『
図
説　

京
丹
後
市
の
歴
史
』
八
六
頁
。

8
前
掲
註
１
、
三
浦
泰
之
「
近
世
後
期
の
久
美
浜
代
官
所
領
に
お
け
る
郡
中
代
に

つ
い
て
」
。

9
『
久
美
浜
代
官
所
関
係
史
料
集
』
（
京
丹
後
市
、
二
〇
一
四
年
）
。

10
『
久
美
浜
町
史　

資
料
編
』
（
久
美
浜
町
、
二
〇
〇
四
年
）
。

11
『
城
崎
町
史　

史
料
編
』
（
城
崎
町
、
一
九
九
〇
年
）
。

12
本
書
【
資
料
編
】
太
刀
宮
文
書(

久
美
浜
代
官
郡
中
代
等
文
書)

解
題
・
目
録

を
参
照
さ
れ
た
い
。

13
山
田
洋
一
「
丹
後
国
久
美
浜
代
官
所
領
の
御
城
米
船
と
江
戸
」
（
『
「
丹
後
の
海
」

の
歴
史
と
文
化
』
〈
京
都
府
立
大
学
文
学
部
歴
史
学
科
、
二
〇
一
七
年
〉
）
五
五

～
五
七
頁
。

14
Ｂ
丹
後
国
久
美
浜
代
官
所
領
郡
別
組
合
別
行
政
村
石
高
（
前
掲
註
13
、
山
田
洋
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一
「
丹
後
国
久
美
浜
代
官
所
領
の
御
城
米
船
と
江
戸
」
）
四
六
頁
。

15 
前
掲
註
14
、
Ｂ
丹
後
国
久
美
浜
代
官
所
領
郡
別
組
合
別
行
政
村
石
高
。

16 

『
久
美
浜
町
誌
』
（
久
美
浜
町
、
一
九
七
五
年
）
一
四
九
～
一
五
三
頁
。

17
前
掲
註
14
、
Ｂ
丹
後
国
久
美
浜
代
官
所
領
郡
別
組
合
別
行
政
村
石
高
。

18
本
書
77
頁
【
図
】
丹
後
但
馬
国
領
主
絵
図
と
旧
高
旧
領
取
調
帳
か
ら
算
出
し
た

数
値
。

19
『
網
野
町
誌　

上
巻
』
（
網
野
町
、
一
九
九
二
年
）
四
六
五
頁
。

20
前
掲
註
19
、
『
網
野
町
誌　

上
巻
』
四
六
八
～
四
七
一
頁
。
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【
別

表
】

久
美

浜
代

官
所

領
中

間
支

配
機

構
関

係
文

書
一

覧

管
轄
範
囲

年
月

日
西

暦
役

職
名

内
容

分
類

文
書

名
出

典

1
①

丹
後

・

但
馬

国

安
永

6
年

2
月

1
7
7
7

丹
後

但
馬

国
村

々
惣

代
（

熊
野

郡
）

宗
門

帳
差

上
げ

御
免

の
願

書
庶

務
乍

恐
以

書
付

を
奉

願
上

候
御

事
上

崎
茂

家
所

蔵
文

書
（

城
崎

町
史

史
料

編
、

2
3
5
-

2
3
6
頁

）
2

安
永

6
年

2
月

1
7
7
7

丹
後

但
馬

両
国

郡
中

惣
代

（
熊

野
郡

）
宗

門
帳

差
上

げ
御

免
の

願
書

庶
務

乍
恐

以
書

付
を

奉
願

上
候

御
事

3
寛

政
元

年
3
月

1
7
日

1
7
8
9

両
国

惣
代

役
庄

屋
惣

代
庄

屋
設

置
反

対
の

願
書

人
事

上
崎

茂
家

所
蔵

文
書

（
城

崎
町

史
史

料
編

、
3
7
9
-

3
8
0
頁

）

4
寛

政
元

年
9
月

1
7
8
9

両
国

郡
中

惣
代

野
村

権
九

郎
代

官
触

状
に

た
い

す
る

請
書

庶
務

（
規

定
）

差
上

申
御

請
書

之
事

上
崎

茂
家

所
蔵

文
書

（
城

崎
町

史
史

料
編

、
3
8
3
-

3
8
6
頁

）

5
―

―
両

国
組

合
村

々
惣

代
名

簿
名

簿
―

【
享

和
三

年
御

用
留

一
分

冊
】
（

久
美

浜
代

官
所

関
係

史
料

集
、

9
1
-
9
2
頁

）

6
文

化
5
年

8
月

3
1
日

1
8
0
8

両
国

惣
代
（

城
崎

郡
利

左
衛

門
、

気
比

村
、

森
村

、
熊

野
郡

須
田

村
、

村
、

久
美

浜
村

）

国
役

に
つ

い
て

減
額

の
願

書
諸

役
乍

恐
書

付
ヲ

以
御

願
奉

申
上

候
太

刀
宮

文
書

3
3
2

7
文

化
9
年

2
月

1
8
1
2

丹
後

但
馬

惣
代

出
役

御
蔵

納
不

足
分

等
の

村
々

直
納

に
つ

き
請

書
廻

米
差

上
申

御
請

書
之

事
太

刀
宮

文
書

3
3
3

8
文

化
1
4
年

3
月

1
8
1
7

丹
後

但
馬

両
国

組
々

庄
屋

博
奕

な
ど

制
禁

の
村

規
定

村
政

規
定

書
写

神
谷

神
社

保
管

文
書

（
久

美
浜

町
史

資
料

編
、

3
5
0
-

3
5
1
頁

）

9
天

保
4
年

9
月

1
8
3
3

両
国

郡
中

惣
代

天
候

不
順

・
作

柄
不

良
に

つ
き

郡
中

惣
代

の
届

書
気

候
乍

恐
書

付
ヲ

以
御

届
ケ

奉
申

上
候

瀬
崎

藤
右

衛
門

家
所

蔵
文

書
（

城
崎

町
史

史
料

編
、

5
0
6
-
5
0
7
頁

）

1
0

天
保

1
4
年

8
月

6
日

1
8
4
3

丹
但

両
国

惣
代

庄
屋

凶
作

の
た

め
諸

入
用

銀
に

つ
い

て
の

願
書

入
用

乍
恐

以
書

付
御

願
奉

申
上

候
太

刀
宮

文
書

3
3
5
-
1

1
1

（
天

保
1
5
）

正
月

1
3
日

1
8
4
4

両
国

郡
中

惣
代

庄
屋

年
始

挨
拶

挨
拶

―
太

刀
宮

文
書

3
3
5
-
3

1
2

天
保

1
5
年

6
月

（
6
日

）
1
8
4
4

丹
後

但
馬

両
国

惣
代

庄
屋

天
候

不
良

に
つ

き
植

え
仕

舞
の

旨
の

届
出

気
候

乍
恐

以
書

附
御

届
奉

申
上

候
太

刀
宮

文
書

3
3
5
-
3
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管
轄

範
囲

年
月

日
西

暦
役

職
名

内
容

分
類

文
書

名
出

典

1
3

①
丹

後
・

但
馬

国
弘

化
2
年

7
月

1
8
4
5

両
国

惣
代

庄
屋

（
但

馬
国

城
崎

郡
山

本
村

、
宮

井
村

、
二

方
郡

前
村

、
浜

坂
村

、
美

含
郡

森
村

、
訓

谷
村

、
丹

後
国

熊
野

郡
永

留
村

、
長

野
村

、
竹

野
郡

溝
野

村
、

間
人

村
、

竹
野

村
、

黒
部

村
、

与
謝

郡
本

庄
浜

村
、

中
郡

久
住

村
、
加

佐
郡

波
見

村
、
久

美
浜

村
）

天
候

不
良

に
よ

る
稲

の
穂

出
し

に
つ

い
て

届
出

気
候

／
廻

米
乍

恐
以

書
附

御
届

奉
申

上
候

太
刀

宮
文

書
3
3
6

1
4

弘
化

2
年

8
月

1
8
4
5

両
国

惣
代

庄
屋

囲
穀

取
調

帳
面

の
提

出
に

つ
い

て
延

期
の

願
書

諸
役

乍
恐

以
書

附
御

歎
願

奉
申

上
候

太
刀

宮
文

書
3
3
6

1
5

嘉
永

2
年

1
1
月

1
8
4
9

両
国

組
々

惣
代

大
飢

饉
に

つ
き

但
馬

・
丹

後
の

惣
代

庄
屋

五
千

両
の

拝
借

願
い

気
候

乍
恐

以
書

付
御

歎
願

奉
申

上
候

瀬
崎

藤
右

衛
門

家
所

蔵
文

書
（

城
崎

町
史

史
料

編
、

5
4
3
-
5
4
4
頁

）

1
6

嘉
永

7
年

9
月

1
8
5
4

丹
但

両
国

郡
中

惣
代

丹
後

・
但

馬
両

国
郡

中
惣

代
役

に
つ

き
願

書
／

郡
中

代
（

今
西

）
の

後
任

に
つ

い
て

両
国

惣
代

で
相

談

人
事

乍
恐

以
書

付
御

願
奉

申
上

候
瀬

崎
藤

右
衛

門
家

所
蔵

文
書

（
城

崎
町

史
史

料
編

、
3
8
0
-
3
8
2
頁

）

1
7

嘉
永

7
年

9
月

1
8
5
4

両
国

惣
代

庄
屋

（
熊

野
郡

、
竹

野
郡

、
中

郡
、

与
謝

郡
、

城
崎

郡
、

二
方

郡
、

美
含

郡
、

気
多

郡
、

郡
中

代
）

丹
後

・
但

馬
両

国
郡

中
惣

代
役

に
つ

き
願

書
人

事
乍

恐
以

書
付

御
願

奉
申

上
候

1
8

安
政

4
年

9
月

1
8
5
7

丹
後

但
馬

両
国

惣
代

（
熊

野
郡

畑
村

、
鹿

野
村

、
関

村
、

中
郡

鱒
留

村
、

竹
野

郡
間

人
村

、
吉

沢
村

、
与

謝
郡

本
庄

浜
村

、
城

崎
郡

禅
雲

寺
村
、

金
剛

寺
村

、
大

善
村

、
二

方
郡

浜
坂

村
、

美
含

郡
土

生
村

、
気

多
郡

観
音

寺
村

、
郡

中
代

久
美

浜
村

）

天
候

不
良

に
よ

る
違

作
に

つ
き

新
規

貯
穀

年
延

の
願

書
気

候
乍

恐
以

書
付

奉
願

上
候

太
刀

宮
文

書
3
4
3

1
9

安
政

5
年

1
8
5
8

丹
後

但
馬

両
国

惣
代

（
熊

野
郡

、
竹

野
郡

、
中

郡
、

与
謝

郡
、

城
崎

郡
、

二
方

郡
、
美

含
郡

、
気

多
郡

、
郡

中
代

）

正
銀

買
入

困
難

に
つ

き
銀

納
日

限
延

期
の

願
い

年
貢

乍
恐

以
書

付
御

願
奉

申
上

候
瀬

崎
藤

右
衛

門
家

所
蔵

文
書

（
城

崎
町

史
史

料
編

、
3
7
4
-
3
7
7
頁

）

2
0

（
文

久
元

）
3
月

2
7
日

1
8
6
1

両
国

惣
代

（
尉

ヶ
畑

村
庄

屋
藤

次
郎

）
大

坂
御

金
蔵

納
に

つ
い

て
完

了
の

記
録

年
貢

―
太

刀
宮

文
書

3
4
4

2
1

（
文

久
元

）
4
月

1
4
日

1
8
6
1

両
国

惣
代

（
両

国
惣

代
出

掛
り

関
村

、
鱒

留
村

、
森

本
村

、
森

村
…

）
御

役
所

よ
り

火
気

取
り

締
ま

り
強

化
の

通
達

と
手

当
金

受
取

り
火

事
―

太
刀

宮
文

書
3
4
4

2
2

（
文

久
元

）
6
月

1
8
6
1

丹
後

但
馬

国
村

々
惣

代
（

宛
先

の
名

前
な

し
）

御
法

度
を

犯
す

も
の

は
き

ち
ん

と
取

り
締

ま
る

こ
と

、
諸

作
の

手
入

れ
を

入
念

に
す

る
こ

と
な

ど

村
政

申
渡

太
刀

宮
文

書
3
4
4
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轄

範
囲

年
月

日
西

暦
役

職
名

内
容

分
類

文
書

名
出

典

2
3

①
丹

後
・

但
馬

国
（

文
久

元
）

6
月

1
8
6
1

丹
後

但
馬

国
村

々
惣

代
（

宛
先

の
名

前
な

し
）

火
気

取
り

締
ま

り
に

つ
い

て
申

渡
し

村
内

風
紀

申
渡

太
刀

宮
文

書
3
4
4

2
4

（
文

久
3
）

1
0
月

2
6
日

1
8
6
3

両
国

惣
代
（

竹
野

郡
浜

詰
村
、

美
含

郡
香

住
村

）
郡

中
入

用
に

つ
い

て
口

達
書

入
用

口
達

書
太

刀
宮

文
書

3
4
5

2
5

（
文

久
3
）

1
1
月

1
8
6
3

丹
後

但
馬

国
村

々
惣

代
（

久
美

浜
村

年
寄

九
左

衛
門

、
本

庄
上

村
（

与
謝

郡
）
庄

屋
仙

次
郎

、
畑

上
村
（

城
崎

郡
）

庄
屋

幸
右

衛
門

）

上
納

金
の

年
賦

に
つ

い
て

の
請

書
そ

の
他

御
請

写
太

刀
宮

文
書

3
4
5

2
6

（
元

治
元

）
7
月

2
5
日

1
8
6
4

両
国

惣
代

（
関

村
、
尉

ヶ
畑

村
、
畑

村
、

新
庄

村
、
堤

村
、
奥

波
見

村
、
木

田
村

、
大

森
村

、
栗

柄
村

、
三

谷
村

）

殿
様

の
見

送
り

送
迎

―
太

刀
宮

文
書

3
4
6

2
7

（
元

治
元

）
8
月

1
0
日

1
8
6
4

両
国

惣
代

（
〆

凡
十

四
五

人
）

奥
様

と
若

様
の

見
送

り
送

迎
―

太
刀

宮
文

書
3
4
6

2
8

（
元

治
元

）
8
月

1
7
日

1
8
6
4

両
国

惣
代

手
代

松
井

様
堀

江
様

の
出

迎
え

送
迎

―
太

刀
宮

文
書

3
4
6

2
9

（
元

治
元

）
8
月

2
2
日

1
8
6
4

両
国

惣
代

手
代

内
山

様
の

見
送

り
送

迎
―

太
刀

宮
文

書
3
4
6

3
0

（
元

治
元

）
9
月

8
日

1
8
6
4

両
国

惣
代

殿
様

と
奥

様
の

出
迎

え
送

迎
―

太
刀

宮
文

書
3
4
6

3
1

慶
応

元
年

1
2
月

1
8
6
5

丹
後

但
馬

両
国

村
々

惣
代

（
但

馬
国

城
崎

郡
木

内
村

、
丹

後
国

中
郡

新
治

村
、

熊
野

郡
尉

ヶ
畑

村
、

久
美

浜
村

）

蚕
糸

売
払

代
銀

に
つ

い
て

の
拝

借
証

文
そ

の
他

御
金

拝
借

証
文

之
事

太
刀

宮
文

書
3
4
7

3
2

（
慶

応
3
）

正
月

1
8
6
7

丹
後

但
馬

国
村

々
組

合
惣

代
賭

博
に

つ
い

て
取

り
締

ま
り

強
化

の
達

書
村

内
風

紀
被

仰
渡

言
写

太
刀

宮
文

書
3
4
8

3
3

慶
応

3
年

6
月

1
8
6
7

両
国

惣
代

（
但

馬
国

城
崎

郡
木

内
村

、
丹

後
国

竹
野

郡
堤

村
、

中
郡

新
治

村
、

熊
野

郡
尉

ヶ
畑

村
、

久
美

浜
村

、
郡

中
代

）

正
金

の
引

き
替

え
の

願
書

年
貢

乍
恐

以
書

附
奉

願
上

候
太

刀
宮

文
書

3
4
8

3
4

慶
応

3
年

6
月

1
8
6
7

両
国

庄
屋

惣
代

（
丹

後
国

但
馬

国
郡

中
代

、
城

崎
郡

木
内

村
、

竹
野

郡
中

郡
新

治
村

、
熊

野
郡

尉
ヶ

畑
村

上
）

正
金

の
引

き
替

え
に

つ
い

て
定

書
年

貢
定

書
一

札
太

刀
宮

文
書

3
4
8

3
5

（
慶

応
3
）

1
2
月

1
9
日

1
8
6
7

両
国

惣
代

（
三

分
村

、
間

人
村

、
二

方
岸

田
村
、

上
山

村
、

〆
両

国
惣

代
四

人
）

銀
納

に
か

か
る

正
金

引
き

替
え

に
つ

き
手

形
を

渡
す

年
貢

覚
太

刀
宮

文
書

3
4
8

3
6

（
明

治
元

）
1
1
月

1
日

1
8
6
8

両
国

惣
代

銭
通

用
に

つ
い

て
の

廻
状

を
渡

す
そ

の
他

―
太

刀
宮

文
書

3
4
9
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管
轄

範
囲

年
月

日
西

暦
役

職
名

内
容

分
類

文
書

名
出

典

3
7

②
丹

後
・

但
馬

・
美

作
国

享
和

3
年

1
2
月

1
8
0
3

丹
後

国
惣

代
・

但
馬

国
惣

代
・

美
作

国
惣

代
番

非
人

へ
の

厳
し

い
申

渡
し

に
つ

き
惣

代
庄

屋
の

請
書

村
内

風
紀

差
上

申
御

請
書

之
事

上
崎

茂
家

所
蔵

文
書

（
城

崎
町

史
史

料
編

、
3
8
7
-

3
8
8
頁

）

3
8

③
丹

後
国
（

安
永

7
）

7
月

1
1
日

1
7
7
8

五
郡

惣
代

石
代

納
に

つ
い

て
の

済
口

証
文

廻
米

・
年

貢
―

太
刀

宮
文

書
3
2
5

3
9

（
安

永
7
）

7
月

1
2
日

1
7
7
8

五
郡

惣
代

石
代

納
完

了
の

報
告

年
貢

―
太

刀
宮

文
書

3
2
5

4
0

（
安

永
7
）

7
月

1
2
日

1
7
7
8

五
郡

惣
代

召
し

出
さ

れ
た

五
郡

惣
代

庄
屋

が
帰

村
そ

の
他

―
太

刀
宮

文
書

3
2
5

4
1

（
安

永
7
）

9
月

2
8
日

1
7
7
8

五
郡

惣
代

願
石

代
に

か
か

る
会

合
に

つ
い

て
廻

状
年

貢
手

前
よ

り
廻

状
之

写
太

刀
宮

文
書

3
2
5

4
2

（
天

保
1
3
）

9
月

1
0
日

1
8
4
2

丹
後

国
五

郡
村

々
惣

代
庄

屋
石

代
値

段
に

つ
い

て
の

願
書

年
貢

乍
恐

書
附

ヲ
以

御
願

奉
申

上
候

太
刀

宮
文

書
3
3
4

4
3

（
天

保
1
3
）

9
月

1
5
日

1
8
4
2

丹
後

村
々

惣
代

生
野

陣
屋

の
役

人
来

訪
に

つ
き

、
迎

え
宿

泊
な

ど
の

割
り

当
て

送
迎

―
太

刀
宮

文
書

3
3
4

4
4

天
保

1
3
年

1
0

月
1
8
4
2

丹
後

国
五

郡
村

々
惣

代
庄

屋
土

地
柄

難
渋

の
た

め
、

取
箇

の
値

上
げ

に
つ

い
て

の
願

書
年

貢
乍

恐
書

付
以

御
歎

願
奉

申
上

候
太

刀
宮

文
書

3
3
4

4
5

（
天

保
1
3
）

1
1

月
1
1
日

1
8
4
2

五
郡

惣
代

去
年

の
拝

借
返

納
籾

に
つ

い
て

分
割

払
い

返
済

の
願

書
年

貢
―

太
刀

宮
文

書
3
3
4

4
6

天
保

1
3
年

1
2

月
1
2
日

1
8
4
2

丹
後

国
五

郡
組

々
惣

代
庄

屋
御

廻
米

増
に

つ
い

て
御

免
の

願
書

廻
米

・
年

貢
乍

恐
書

付
以

御
願

奉
申

上
候

太
刀

宮
文

書
3
3
4

4
7

天
保

1
4
年

5
月

2
4
日

1
8
4
3

丹
後

国
村

々
郡

中
惣

代
土

地
柄

悪
米

に
つ

き
御

廻
米

を
蔵

納
と

す
る

願
書

廻
米

・
年

貢
乍

恐
書

附
以

御
歎

願
奉

申
上

候
太

刀
宮

文
書

3
3
5
-
1

4
8

天
保

1
4
年

6
月

1
0
日

1
8
4
3

丹
後

五
郡

惣
代

庄
屋

拝
借

籾
の

年
賦

割
替

に
つ

い
て

の
願

書
廻

米
・

年
貢

乍
恐

書
附

ヲ
以

奉
願

上
候

太
刀

宮
文

書
3
3
5
-
1

4
9

天
保

1
4
年

6
月

1
6
日

1
8
4
3

丹
後

国
五

郡
惣

代
庄

屋
土

地
柄

悪
米

に
つ

き
御

廻
米

を
蔵

納
と

す
る

願
書

廻
米

・
年

貢
乍

恐
書

附
ヲ

以
御

歎
願

奉
申

上
候

太
刀

宮
文

書
3
3
5
-
1

5
0

天
保

1
4
年

8
月

1
8
4
3

五
郡

惣
代

庄
屋

買
替

納
に

つ
い

て
の

願
書

廻
米

・
年

貢
乍

恐
以

書
付

御
願

奉
申

上
候

太
刀

宮
文

書
3
3
5
-
1
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範
囲

年
月

日
西

暦
役

職
名

内
容

分
類

文
書

名
出

典

5
1

③
丹

後
国

天
保

1
4
年

1
0

月
1
8
4
3

五
郡

惣
代

庄
屋

津
出

し
に

つ
い

て
の

願
書

廻
米

・
年

貢
乍

恐
以

書
附

御
願

奉
申

上
候

太
刀

宮
文

書
3
3
5
-
1

5
2

天
保

1
5
年

4
月

1
8
4
4

五
郡

惣
代

二
納

銀
に

つ
い

て
延

納
の

願
書

年
貢

乍
恐

書
附

ヲ
以

御
願

奉
申

上
候

太
刀

宮
文

書
3
3
5
-
3

5
3

天
保

1
5
年

7
月

1
8
4
4

丹
後

国
五

郡
惣

代
庄

屋
土

地
柄

難
渋

に
つ

き
江

戸
大

坂
両

所
へ

の
御

廻
籾

納
御

免
の

願
書

廻
米

・
年

貢
乍

恐
以

書
附

御
歎

願
奉

申
上

候
太

刀
宮

文
書

3
3
5
-
3

5
4

天
保

1
5
年

1
0

月
1
8
4
4

丹
後

国
五

郡
惣

代
庄

屋
天

候
不

良
に

つ
き

御
廻

米
の

う
ち

不
熟

青
米

多
分

の
届

出
気

候
／

廻
米

乍
恐

以
書

附
御

届
奉

申
上

候
太

刀
宮

文
書

3
3
5
-
3

5
5

弘
化

2
年

7
月

1
8
4
5

丹
後

五
郡

惣
代

庄
屋

土
地

柄
難

渋
に

つ
き

江
戸

大
坂

へ
の

御
廻

籾
御

免
の

願
書

→
免

除
し

か
ね

る
回

答
有

。
分

割
払

い
を

改
め

て
願

い
出

る
。

廻
米

・
年

貢
乍

恐
以

書
附

御
歎

願
奉

申
上

候
太

刀
宮

文
書

3
3
6

5
6

弘
化

2
年

1
1
月

1
8
4
5

五
郡

惣
代

庄
屋

天
候

不
良

に
よ

り
違

作
に

つ
き

囲
籾

返
納

年
延

の
願

書
／

肩
書

は
「

丹
後

国
熊

野
郡

外
四

郡
組

々
惣

代
庄

屋
」

諸
役

乍
恐

以
書

附
御

願
奉

申
上

候
太

刀
宮

文
書

3
3
6

5
7

安
政

4
年

正
月

1
8
5
7

丹
後

国
五

郡
惣

代
（

関
村

、
尉

ヶ
畑

村
、

鹿
野

村
、

鱒
留

村
、

吉
沢

村
、

本
庄

浜
村

、
久

美
浜

村
）

納
名

主
任

命
の

願
書

廻
米

・
年

貢
乍

恐
以

書
付

奉
願

上
候

太
刀

宮
文

書
3
4
3

5
8

安
政

4
年

4
月

3
日

1
8
5
7

丹
後

国
五

郡
村

々
惣

代
（

熊
野

郡
、

中
郡

三
坂

村
、

竹
野

郡
、

熊
野

郡
）

新
枡

の
取

り
扱

い
に

つ
い

て
請

書
廻

米
差

上
申

一
札

之
事

太
刀

宮
文

書
3
4
3

5
9

安
政

4
年

4
月

8
日

1
8
5
7

丹
後

国
五

郡
惣

代
（

関
村

、
尉

ヶ
畑

村
、

吉
沢

村
、

間
人

村
、

奥
波

美
村

、
鱒

留
村

、
久

美
浜

村
）

海
岸

御
備

筋
御

用
達

へ
の

上
金

に
つ

い
て

上
納

時
期

の
願

書
諸

役
乍

恐
以

書
付

奉
願

上
候

太
刀

宮
文

書
3
4
3

6
0

安
政

4
年

4
月

1
8
5
7

丹
後

国
五

郡
惣

代
（

尉
ヶ

畑
村

、
鱒

留
村

、
郡

中
代

久
美

浜
村

）
去

年
の

年
貢

三
納

銀
に

つ
い

て
6

月
皆

済
の

願
書

年
貢

乍
恐

以
書

付
奉

願
上

候
太

刀
宮

文
書

3
4
3

6
1

安
政

4
年

6
月

1
8
5
7

丹
後

国
五

郡
惣

代
（

尉
ヶ

畑
村

、
関

村
、

鱒
留

村
、

間
人

村
、

奥
波

美
村

、
吉

沢
村

、
久

美
浜

村
）

海
岸

御
備

筋
御

用
達

へ
の

上
金

に
つ

い
て

、
1
2
月

上
納

の
願

書
諸

役
乍

恐
以

書
付

御
願

奉
申

上
候

太
刀

宮
文

書
3
4
3

6
2

安
政

4
年

9
月

1
8
5
7

丹
後

国
五

郡
惣

代
（

熊
野

郡
関

村
、

鹿
野

村
、

竹
野

郡
間

人
村

、
与

謝
郡

本
庄

浜
村

、
中

郡
鱒

留
村

、
郡

中
惣

代
）

廻
船

の
入

津
が

な
い

た
め

石
代

納
の

願
書

廻
米

乍
恐

書
附

ヲ
以

奉
願

上
候

太
刀

宮
文

書
3
4
3

6
3

安
政

4
年

9
月

1
8
5
7

丹
後

国
五

郡
惣

代
（

熊
野

郡
尉

ヶ
畑

村
、

鹿
野

村
、

竹
野

郡
間

人
村

、
黒

部
村

、
大

山
村

、
中

郡
鱒

留
村

、
郡

中
代

）

今
年

分
の

廻
米

を
来

年
新

籾
と

し
て

廻
米

す
る

こ
と

に
対

し
て

作
柄

不
良

に
よ

り
石

代
納

の
願

書

廻
米

乍
恐

以
書

付
奉

願
上

候
太

刀
宮

文
書

3
4
3
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管
轄

範
囲

年
月

日
西

暦
役

職
名

内
容

分
類

文
書

名
出

典

6
4

③
丹
後
国

（
安

政
4
）

1
0
月

1
1
日

1
8
5
7

丹
後

国
惣

代
（

口
馬

地
村

、
油

池
村

、
友

重
村

、
畑

村
久

太
郎

、
市

野
々

村
、

野
中

村
、

尉
ヶ

畑
村

、
鹿

野
村

、
三

分
村

、
関

村
、

鱒
留

村
、

吉
沢

村
、

黒
部

村
、

大
山

村
、

間
人

村
、

井
谷

村
代

上
山

村
、
奥

波
美

村
、
本

庄
浜

村
、

溝
野

村
代

浜
詰

村
、

夏
間

村
代

蓼
原

村
）

御
用

の
た

め
出

張
す

る
よ

う
連

絡
／

郡
中

代
よ

り
連

絡
通

知
・

廻
米

―
太

刀
宮

文
書

3
4
3

6
5

安
政

4
年

1
1
月

1
1
日

1
8
5
7

五
郡

惣
代
（

熊
野

郡
口

馬
地

村
、

甲
山

村
、

油
池

村
、

畑
村

、
市

野
々

村
、

尉
ヶ

畑
村

、
野

中
村

、
関

村
、
三

分
村

、
鹿

野
村

、
竹

野
郡

俵
野

村
、

芋
野

村
、

黒
部

村
、
吉

沢
村

、
大

山
村

、
間

人
村

、
井

谷
村

、
上

山
村

、
与

謝
郡

奥
波

美
村

、
加

佐
郡

、
中

郡
鱒

留
村

、
奥

大
野

村
、

熊
野

郡
久

美
浜

村
）

悪
米

が
入

ら
ぬ

よ
う

厳
し

く
点

検
す

る
こ

と
に

つ
い

て
の

申
渡

廻
米

・
年

貢
申

渡
太

刀
宮

文
書

3
4
3

6
6

安
政

4
年

1
1
月

1
8
5
7

丹
後

国
五

郡
惣

代
（

熊
野

郡
関

村
、

尉
ヶ

畑
村
、

中
郡

鱒
留

村
、

竹
野

郡
吉

沢
村

、
間

人
村

、
与

謝
郡

奥
波

美
村

、
久

美
浜

村
）

来
年

の
江

戸
大

坂
御

廻
米

の
積

分
け

に
つ

い
て

割
賦

な
ど

の
願

書
廻

米
・

年
貢

乍
恐

以
書

附
奉

願
上

候
太

刀
宮

文
書

3
4
3

6
7

慶
応

3
年

8
月

1
8
6
7

丹
後

国
五

郡
村

々
役

人
惣

代
兵

賦
に

つ
い

て
一

部
金

納
御

免
の

願
書

諸
役

乍
恐

以
書

附
奉

願
上

候
太

刀
宮

文
書

3
4
8

6
8

慶
応

3
年

1
2
月

1
4
日

1
8
6
7

丹
後

郡
中

惣
代

人
足

賃
銭

の
受

取
り

そ
の

他
覚

太
刀

宮
文

書
3
4
8

6
9

明
治

元
年

9
月

2
8
日

1
8
6
8

丹
後

国
五

郡
組

々
惣

代
七

分
米

納
か

ら
五

分
米

納
へ

変
更

の
願

書
年

貢
乍

恐
以

書
附

御
届

奉
申

上
候

太
刀

宮
文

書
3
4
9

7
0

④
但
馬
国

天
保

8
年

1
0
月

1
8
3
7

但
馬

惣
代

但
馬

四
郡

村
々

冥
加

上
米

書
上

帳
／

山
田

村
庄

屋
が

報
告

、「
久

美
浜

山
田

甚
左

衛
門

」
が

仲
介

庶
務

御
支

配
所

但
馬

石
四

郡
村

々
冥

加
上

米
取

調
帳

瀬
崎

藤
右

衛
門

家
所

蔵
文

書
（

城
崎

町
史

史
料

編
、

3
1
9
-
3
2
3
頁

）

7
1

（
天

保
1
3
）

9
月

1
5
日

1
8
4
2

但
馬

郡
中

村
々

惣
代

生
野

陣
屋

の
役

人
来

訪
に

つ
き

、
迎

え
宿

泊
な

ど
の

割
り

当
て

送
迎

―
太

刀
宮

文
書

3
3
4

7
2

嘉
永

5
年

8
月

1
8
5
2

但
馬

国
五

郡
惣

代
庄

屋
但

馬
国

五
郡

取
締

り
規

定
に

つ
き

請
書

庶
務

（
規

定
）

但
馬

国
五

郡
規

定
岩

本
徳

兵
衛

家
所

蔵
文

書
（

城
崎

町
史

史
料

編
、
3
9
6
-

3
9
9
頁

）

7
3

（
安

政
4
）

正
月

1
8
5
7

（
但

馬
）

惣
代

（
浜

坂
村

、
二

日
市

村
）
郡

中
備

金
を

認
め

な
か

っ
た

者
に

対
し

金
を

差
し

出
す

よ
う

連
絡

／
郡

中
代

が
仲

介

通
知

覚
太

刀
宮

文
書

3
4
3
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管
轄

範
囲

年
月

日
西

暦
役

職
名

内
容

分
類

文
書

名
出

典

7
4

⑤
美
作
国

慶
応

3
年

1
2
月

1
4
日

1
8
6
7

但
馬

郡
中

惣
代

人
足

賃
銭

の
受

取
り

そ
の

他
覚

太
刀

宮
文

書
3
4
8

7
5

（
享

和
4
）

正
月

1
8
日

1
8
0
4

（
美

作
）

惣
代

年
始

挨
拶

挨
拶

―
太

刀
宮

文
書

3
2
9

7
6

文
化

9
年

2
月

1
8
1
2

作
州

吉
野

郡
出

役
惣

代
御

蔵
納

不
足

分
等

の
村

々
直

納
に

つ
き

請
書

廻
米

差
上

申
御

請
書

之
事

太
刀

宮
文

書
3
3
3

7
7

⑥
各

郡
享

和
4
年

2
月

1
9
日

1
8
0
4

（
熊

野
郡

）
惣

代
記

載
し

た
人

へ
旭

湊
積

の
乗

納
庄

屋
を

仰
せ

つ
け

る
よ

う
依

頼
廻

米
乍

恐
以

書
付

御
願

奉
申

上
候

太
刀

宮
文

書
3
2
9

7
8

天
保

1
5
年

3
月

1
8
4
4

（
熊

野
郡

）
組

々
惣

代
庄

屋
二

納
銀

に
つ

い
て

減
額

の
願

書
年

貢
乍

恐
以

書
付

御
願

奉
申

上
候

太
刀

宮
文

書
3
3
5
-
3

7
9

安
政

4
年

6
月

8
日

1
8
5
7

（
熊

野
郡

）
惣

代
（

熊
野

郡
々

惣
代

口
馬

地
村

、
甲

山
村

、
畑

村
、
市

野
々

村
、

尉
ヶ

畑
村

、
関

村
、
野

中
村

、
油

池
村

、
三

分
村

、
鹿

野
村

、
久

美
浜

村
）

天
候

不
良

に
よ

る
作

物
の

損
害

を
届

け
出

気
候

乍
恐

以
書

付
御

届
奉

申
上

候
太

刀
宮

文
書

3
4
3

8
0

安
政

4
年

7
月

6
日

1
8
5
7

組
々

惣
代

庄
屋

（
熊

野
郡

村
々

惣
代

口
馬

地
村

、
甲

山
村

、
畑

村
、

尉
ヶ

畑
村

、
野

中
村

、
関

村
、

油
池

村
、

三
分

村
、

鹿
野

村
）

天
候

不
良

に
よ

る
作

物
の

損
害

を
届

け
出

／
差

出
の

肩
書

は
熊

野
郡

村
々

惣
代

、
久

美
浜

村
庄

屋
今

西
（

保
太

郎
）

連
署

気
候

乍
恐

以
書

付
御

届
奉

申
上

候
太

刀
宮

文
書

3
4
3

8
1

安
政

4
年

1
1
月

1
8
5
7

丹
後

国
熊

野
郡

惣
代
（

関
村

、
鹿

野
村

、
久

美
浜

村
、
同

断
、
甲

山
村

、
市

野
々

村
、

野
中

村
、

三
分

村
、

口
馬

地
村

、
畑

村
、

尉
ヶ

畑
村

）

諸
職

人
賃

銭
に

つ
い

て
の

願
書

そ
の

他
乍

恐
以

書
附

奉
願

上
候

太
刀

宮
文

書
3
4
3

8
2

享
和

4
年

2
月

2
0
日

1
8
0
4

（
与

佐
郡

）
惣

代
記

載
し

た
人

へ
日

出
湊

積
の

乗
納

庄
屋

を
仰

せ
つ

け
る

よ
う

依
頼

廻
米

乍
恐

以
書

付
御

願
奉

申
上

候
太

刀
宮

文
書

3
2
9

8
3

享
和

4
年

2
月

1
8
0
4

（
竹

野
郡

）
惣

代
記

載
し

た
人

へ
間

人
湊

積
の

乗
納

庄
屋

を
仰

せ
つ

け
る

よ
う

依
頼

廻
米

乍
恐

以
書

付
御

願
奉

申
上

候
太

刀
宮

文
書

3
2
9

8
4

享
和

4
年

2
月

1
8
0
4

（
中

郡
）

惣
代

記
載

し
た

人
へ

岩
滝

湊
積

の
乗

納
庄

屋
を

仰
せ

つ
け

る
よ

う
依

頼
廻

米
乍

恐
以

書
付

御
願

奉
申

上
候

太
刀

宮
文

書
3
2
9

8
5

（
享

和
4
）

正
月

1
5
日

1
8
0
4

（
二

方
郡

）
惣

代
挨

拶
挨

拶
―

太
刀

宮
文

書
3
2
9
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管
轄

範
囲

年
月

日
西

暦
役

職
名

内
容

分
類

文
書

名
出

典

8
6

⑦
丹

波
・

丹
後

・
但

馬
国

（
明

治
元

）
1
1
月

4
日

1
8
6
8

三
丹

組
々

惣
代

熊
野

郡
、

中
郡

の
書

上
げ

の
催

促
と

、
郡

中
夫

銭
割

の
出

張
に

つ
い

て
の

廻
状

／
黒

部
村

庄
屋

、
久

美
浜

村
庄

屋
（

今
西

）
よ

り
熊

野
郡

出
役

衆
中

宛
て

諸
役

急
廻

状
【

慶
応

四
年

御
用

留
（

丹
後

国
中

郡
新

治
村

）
】
（

久
美

浜
代

官
所

関
係

史
料

集
、

3
8
3
-
3
8
4
頁

）

8
7

⑧
管

轄
範

囲
そ

の
他

―
1
8
6
3

郡
中

庄
屋

惣
代

大
坂

ま
で

の
一

行
名

簿
御

用
先

触
御

用
太

刀
宮

文
書

3
4
5

8
8

―
1
8
6
3

郡
中

惣
代

大
坂

ま
で

の
一

行
名

簿
御

用
先

触
御

用
太

刀
宮

文
書

3
4
5

8
9

天
保

1
5
年

4
月

1
8
4
4

郡
中

惣
代

庄
屋

蚕
種

の
取

り
寄

せ
に

あ
た

り
添

書
き

頂
戴

の
願

書
そ

の
他

乍
恐

書
附

ヲ
以

御
願

奉
申

上
候

太
刀

宮
文

書
3
3
5
-
3

9
0

天
保

1
4
年

正
月

6
日

1
8
4
3

惣
代

庄
屋

一
昨

年
の

年
貢

と
去

年
の

江
戸

廻
米

籾
納

の
不

足
分

上
納

に
つ

い
て

の
請

書

廻
米

・
年

貢
差

上
御

請
書

之
事

太
刀

宮
文

書
3
3
5
-
1

9
1

弘
化

2
年

4
月

1
8
4
5

惣
代

庄
屋

昨
年

の
年

貢
皆

済
銀

に
つ

い
て

延
納

の
願

書
年

貢
乍

恐
以

書
附

御
願

奉
申

上
候

太
刀

宮
文

書
3
3
6

9
2

弘
化

2
年

5
月

1
8
4
5

惣
代

庄
屋

昨
年

の
二

納
銀

延
納

分
と

年
貢

皆
済

銀
に

つ
い

て
延

納
の

願
書

年
貢

乍
恐

以
書

附
御

願
奉

申
上

候
太

刀
宮

文
書

3
3
6

9
3

弘
化

2
年

5
月

1
8
4
5

惣
代

庄
屋

昨
年

の
二

納
銀

延
納

分
と

年
貢

皆
済

銀
に

つ
い

て
延

納
の

願
書

年
貢

乍
恐

以
書

附
御

願
奉

申
上

候
太

刀
宮

文
書

3
3
6

9
4

弘
化

2
年

1
2
月

1
8
4
5

惣
代

庄
屋

江
戸

大
坂

御
廻

米
に

お
け

る
仕

法
に

つ
い

て
の

願
書

廻
米

・
年

貢
乍

恐
以

書
附

御
願

奉
申

上
候

太
刀

宮
文

書
3
3
6

9
5

弘
化

4
年

8
月

1
8
4
7

惣
代

庄
屋

河
上

谷
拾

ヶ
組

惣
代

庄
屋

ら
が

当
年

の
作

柄
に

つ
い

て
実

入
り

少
な

い
こ

と
届

出
／

河
上

谷
拾

ヶ
組

惣
代

2
名

気
候

乍
恐

以
書

付
御

届
奉

申
上

候
出

角
区

有
文

書
（

久
美

浜
町

史
資

料
編

、
3
0
2
-
3
0
3

頁
）

9
6

（
元

治
元

）
9
月

6
日

1
8
6
4

惣
代

庄
屋

手
代

一
行

出
立

に
つ

き
見

送
り

送
迎

―
太

刀
宮

文
書

3
4
6

9
7

（
慶

応
元

）
9
月

1
8
6
5

惣
代

村
々

庄
屋

無
用

の
借

金
酒

食
を

し
な

い
よ

う
達

書
通

知
御

達
書

太
刀

宮
文

書
3
4
7

9
8

寛
保

2
年

1
0
月

1
7
4
2

惣
代

熊
野

郡
4
ヶ

村
と

竹
野

郡
2
ヶ

村
が

郡
境

に
つ

い
て

取
り

決
め

／
各

村
の

惣
代

（
ほ

か
庄

屋
と

年
寄

）

村
政

差
上

申
一

札
之

事
鹿

野
区

有
文

書
（

久
美

浜
町

史
資

料
編

、
2
4
5
-
2
4
7

頁
）

9
9

寛
保

2
年

1
0
月

1
7
4
2

惣
代

破
船

の
た

め
沈

荷
物

の
引

き
揚

げ
に

つ
き

人
足

差
出

、
郡

境
越

境
に

て
争

論
／

熊
野

郡
4
ヶ

村
、

竹
野

郡
2
ヶ

村
の

惣
代

（
ほ

か
庄

屋
と

年
寄

）

村
政

差
上

申
一

札
之

事
湊

宮
区

有
文

書
（

久
美

浜
町

史
資

料
編

、
4
9
1
-
4
9
3

頁
）
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管
轄

範
囲

年
月

日
西

暦
役

職
名

内
容

分
類

文
書

名
出

典

1
0
0
⑧

管
轄

範
囲

そ
の

他
（

天
保

1
4
）

正
月

6
日

1
8
4
3

惣
代

岡
崎

兼
三

郎
様

出
迎

え
の

名
簿

送
迎

―
太

刀
宮

文
書

3
3
5
-
1

1
0
1

天
保

1
4
年

7
月

1
8
4
3

惣
代

刎
銭

を
取

る
場

所
は

な
い

こ
と

の
報

告
報

告
御

尋
ニ

付
乍

恐
奉

申
上

候
太

刀
宮

文
書

3
3
5
-
1

1
0
2

天
保

1
4
年

7
月

1
8
4
3

惣
代

金
を

取
り

立
て

る
口

留
番

所
は

な
い

こ
と

の
報

告
報

告
乍

恐
御

尋
ニ

付
奉

申
上

候
太

刀
宮

文
書

3
3
5
-
1

1
0
3

天
保

1
4
年

1
2

月
1
8
4
3

惣
代

凶
作

に
つ

き
石

代
納

の
願

書
廻

米
・

年
貢

乍
恐

以
書

附
御

願
奉

申
上

候
太

刀
宮

文
書

3
3
5
-
1

1
0
4

（
明

治
元

）
1
2
月

2
0
日

1
8
6
8

惣
代

人
馬

継
立

に
つ

い
て

の
廻

状
／

今
西

よ
り

鱒
留

村
、

五
十

河
村

、
奥

波
見

村
庄

屋
宛

て

そ
の

他
―

【
慶

応
四

年
御

用
留

（
丹

後
国

中
郡

新
治

村
）
】
（

久
美

浜
代

官
所

関
係

史
料

集
、

3
9
3
頁

）

1
0
5

（
安

政
4
）

1
0
月

1
3
日

1
8
5
7

惣
代

御
物

成
米

の
う

ち
五

千
石

を
来

年
の

大
坂

御
詰

米
に

す
る

請
書

廻
米

―
太

刀
宮

文
書

3
4
3

1
0
6

（
弘

化
2
）

正
月

3
日

～
6
日

1
8
4
5

組
々

惣
代

年
始

挨
拶

挨
拶

―
太

刀
宮

文
書

3
3
6

1
0
7

（
明

治
元

）
1
0
月

6
日

1
8
6
8

組
々

惣
代

廻
状

を
記

載
の

各
村

に
配

布
、

村
々

へ
惣

代
よ

り
通

達
の

こ
と

そ
の

他
御

廻
状

拾
三

通
太

刀
宮

文
書

3
4
9

1
0
8

（
安

政
4
）

正
月

5
日

～
7
日

1
8
5
7

組
々

惣
代

年
始

挨
拶

挨
拶

―
太

刀
宮

文
書

3
4
3

1
0
9

嘉
永

5
年

正
月

1
8
5
2

組
々

惣
代

庄
屋

貯
穀

増
石

御
免

の
願

書
諸

役
乍

恐
以

書
付

御
願

奉
申

上
候

瀬
崎

藤
右

衛
門

家
所

蔵
文

書
（

城
崎

町
史

史
料

編
、

3
7
0
-
3
7
1
頁

）

1
1
0

正
月

3
日

～
6

日
―

組
々

惣
代

庄
屋

年
始

挨
拶

挨
拶

―
【

年
中

行
事

】
（

久
美

浜
代

官
所

関
係

史
料

集
、

2
9
4
-

2
9
5
頁

）

1
1
1

（
明

治
元

）
9
月

1
3
日

1
8
6
8

組
合

限
惣

代
改

元
に

つ
い

て
の

廻
状

／
郡

中
代

今
西

よ
り

鱒
留

村
、

五
十

河
村

、
奥

波
見

村
庄

屋
宛

て

そ
の

他
廻

状
【

慶
応

四
年

御
用

留
（

丹
後

国
中

郡
新

治
村

）
】
（

久
美

浜
代

官
所

関
係

史
料

集
、

3
7
3
-
3
7
4
頁

）

1
1
2

（
明

治
元

）
9
月

1
8
6
8

組
合

限
惣

代
神

仏
事

に
つ

い
て

の
廻

状
／

郡
中

代
今

西
よ

り
十

ヶ
村

宛
て

寺
社

廻
状

【
慶

応
四

年
御

用
留

（
丹

後
国

中
郡

新
治

村
）
】
（

久
美

浜
代

官
所

関
係

史
料

集
、

3
7
7
頁

）

1
1
3

（
明

治
元

）
1
0
月

1
8
6
8

組
合

限
惣

代
田

方
免

状
受

け
渡

し
の

た
め

、
印

形
を

持
参

す
る

旨
の

廻
状

／
中

郡
宛

て

年
貢

廻
状

【
慶

応
四

年
御

用
留

（
丹

後
国

中
郡

新
治

村
）
】
（

久
美

浜
代

官
所

関
係

史
料

集
、

3
8
3
頁

）
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管
轄

範
囲

年
月

日
西

暦
役

職
名

内
容

分
類

文
書

名
出

典

1
1
4
⑧

管
轄

範
囲

そ
の

他
弘

化
2
年

3
月

1
8
4
5

組
合

惣
代

（
右

四
ヶ

村
惣

代
坂

井
村

）
弐

納
銀

上
納

に
つ

き
残

銀
を

三
納

銀
に

延
納

の
願

書
／

熊
野

郡
の

四
ヶ

村
の

組
合

惣
代

年
貢

乍
恐

以
書

附
御

願
奉

申
上

候
太

刀
宮

文
書

3
3
6

1
1
5

元
治

2
年

2
月

1
8
6
5

組
合

惣
代

素
行

不
良

者
の

勘
当

帳
外

の
願

書
村

内
風

紀
乍

恐
以

書
附

奉
願

上
候

太
刀

宮
文

書
3
4
7

1
1
6

文
久

3
年

1
2
月

1
8
6
3

組
合

惣
代

素
行

不
良

者
の

勘
当

帳
外

の
願

書
村

内
風

紀
乍

恐
以

書
附

奉
願

上
候

太
刀

宮
文

書
3
4
5

1
1
7

弘
化

2
年

7
月

1
8
4
5

組
合

惣
代

素
行

不
良

者
に

対
し

仕
置

き
の

願
書

村
内

風
紀

乍
恐

以
書

附
御

届
奉

申
上

候
太

刀
宮

文
書

3
3
6

1
1
8

天
保

1
5
年

2
月

1
8
4
4

組
合

惣
代

素
行

不
良

者
に

対
し

仕
置

き
の

願
書

村
内

風
紀

乍
恐

以
書

附
奉

願
上

候
太

刀
宮

文
書

3
3
5
-
3

1
1
9

（
明

治
元

）
1
2
月

7
日

1
8
6
8

組
合

惣
代

無
宿

無
帳

の
者

に
つ

い
て

の
廻

状
村

政
廻

状
【

慶
応

四
年

御
用

留
（

丹
後

国
中

郡
新

治
村

）
】
（

久
美

浜
代

官
所

関
係

史
料

集
、

3
8
9
頁

）

1
2
0

（
天

保
1
5
）

正
月

6
日

1
8
4
4

組
合

惣
代

年
始

挨
拶

／
但

馬
城

崎
郡

組
合

惣
代

挨
拶

―
太

刀
宮

文
書

3
3
5
-
3

1
2
1

安
政

4
年

6
月

9
日

1
8
5
7

村
々

願
人

惣
代

異
国

船
渡

来
の

備
え

に
か

か
る

入
用

の
た

め
の

上
金

を
年

割
の

金
額

で
上

納
す

る

諸
役

差
上

申
一

札
之

事
太

刀
宮

文
書

3
4
3

1
2
2
⑨

そ
の

他
安

政
4
年

3
月

1
8
5
7

郷
宿

惣
代

郷
宿

見
習

い
に

つ
い

て
就

任
の

願
書

郷
宿

乍
恐

以
書

附
御

願
奉

申
上

候
太

刀
宮

文
書

3
4
3

1
2
3

文
化

６
年

４
月

1
8
0
9

組
頭

惣
代

若
者

組
取

り
や

め
を

両
町

小
頭

一
同

が
申

し
合

わ
せ

る
村

政
/
村

内
風

紀
差

出
申

願
書

之
事

神
谷

神
社

保
管

文
書

（
久

美
浜

町
史

資
料

編
、

3
4
5
-

3
4
9
頁

）

1
2
4

（
文

化
7
年

）
4

月
2
3
日

1
8
1
0

納
人

惣
代

米
価

下
値

に
つ

き
出

銀
に

つ
い

て
廻

状
／

納
人

惣
代

→
出

銀
す

る
者

の
代

表

年
貢

廻
状

太
刀

宮
文

書
3
3
2

1
2
5

（
安

政
4
）

正
月

1
8
5
7

上
乗

各
役

の
名

簿
廻

米
浜

立
会

之
覚

太
刀

宮
文

書
3
4
3

1
2
6

享
和

4
年

2
月

1
9
日

1
8
0
4

乗
納

庄
屋

記
載

し
た

人
へ

旭
湊

積
の

乗
納

庄
屋

を
仰

せ
つ

け
る

よ
う

依
頼

廻
米

乍
恐

以
書

付
御

願
奉

申
上

候
太

刀
宮

文
書

3
2
9

1
2
7

享
和

4
年

2
月

2
0
日

1
8
0
4

乗
納

庄
屋

記
載

し
た

人
へ

日
出

湊
積

の
乗

納
庄

屋
を

仰
せ

つ
け

る
よ

う
依

頼
廻

米
乍

恐
以

書
付

御
願

奉
申

上
候

太
刀

宮
文

書
3
2
9



75

管
轄

範
囲

年
月

日
西

暦
役

職
名

内
容

分
類

文
書

名
出

典

1
2
8
⑨

そ
の

他
享

和
4
年

2
月

1
8
0
4

乗
納

庄
屋

記
載

し
た

人
へ

間
人

湊
積

の
乗

納
庄

屋
を

仰
せ

つ
け

る
よ

う
依

頼
廻

米
乍

恐
以

書
付

御
願

奉
申

上
候

太
刀

宮
文

書
3
2
9

1
2
9

享
和

4
年

2
月

1
8
0
4

乗
納

庄
屋

記
載

し
た

人
へ

岩
滝

湊
積

の
乗

納
庄

屋
を

仰
せ

つ
け

る
よ

う
依

頼
廻

米
乍

恐
以

書
付

御
願

奉
申

上
候

太
刀

宮
文

書
3
2
9

1
3
0

―
1
8
0
4

乗
納

人
名

簿
を

御
上

へ
差

し
出

し
廻

米
―

太
刀

宮
文

書
3
2
9

1
3
1

（
弘

化
2
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